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第
五
章

雑

則

（
代
表
者
等
）

第
一
六
条

二
人
以
上
が
共
同
し
て
国
際
出
願
を
し
た
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
手
続
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
出
願
人
の
代
表
者
が
こ
れ
を
行
い
、
又
は
そ
の
代
表
者
に
対
し
て
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
（
改

正
、
平
一
一
法
律
一
六
〇
）

２

特
許
庁
長
官
は
、
二
人
以
上
が
共
同
し
て
国
際
出
願
を
し
た
場
合
に
お
い
て
出
願
人
が
代
表
者
を
定
め
て
い
な
い
と
き
は
、
経
済

産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
出
願
人
の
代
表
者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
改
正
、
平
一
一
法
律
一
六
〇
）

３

代
理
人
に
よ
り
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
手
続
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
十
九
条
第
一
項
前
段
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法

第
七
条
第
一
項
〔
未
成
年
者
、
成
年
被
後
見
人
の
法
定
代
理
人
〕
本
文
の
規
定
に
よ
り
法
定
代
理
人
に
よ
り
手
続
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

そ
の
他
政
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
弁
理
士
又
は
弁
護
士
を
代
理
人
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
趣

旨
〕

本
条
は
、
二
人
以
上
が
共
同
し
て
国
際
出
願
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
出
願
人
の
代
表
者
が
手
続
を
行
い
、
又
は
そ
の
代
表
者
に
対
し
手

続
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
旨
及
び
国
際
出
願
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
の
代
理
人
の
資
格
等
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

一
項
は
、
二
人
以
上
が
共
同
し
て
国
際
出
願
を
し
た
場
合
で
あ
っ
て
共
通
の
代
理
人
を
有
し
な
い
場
合
は
、
出
願
人
が
選
任
し
た
又
は
二

項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
代
表
者
が
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
特
許
庁
に
対
し
手
続
を
し
又
は
特
許
庁
が
そ
の
代
表
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者
に
対
し
手
続
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
両
者
の
手
続
の
煩
雑
を
避
け
、
円
滑
か
つ
適
正
な
手
続
を
確
保
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
代
表
者
の
制
度
は
共
通
の
代
表
者
と
し
て
Ｐ
Ｃ
Ｔ
規
則
上
も
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
（
Ｐ
Ｃ
Ｔ
九
条
⑶
及
び
Ｐ

Ｃ
Ｔ
規
則
902

）、
共
通
の
代
表
者
に
よ
る
行
為
又
は
こ
の
共
通
の
代
表
者
に
対
す
る
行
為
の
効
果
は
、
出
願
人
全
員
に
及
ぶ
と
さ
れ
て
お
り

（
Ｐ
Ｃ
Ｔ
規
則
903

）、
本
項
の
代
表
者
に
よ
る
手
続
又
は
代
表
者
に
対
す
る
手
続
に
つ
い
て
の
効
果
も
出
願
人
全
員
に
及
ぶ
こ
と
と
な
る
。

二
項
は
、
出
願
人
が
代
表
者
を
選
任
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
許
庁
長
官
が
代
表

者
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
項
は
、
国
際
出
願
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
代
理
人
に
よ
り
手
続
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
原
則
と
し
て
、
弁
護
士
又
は
弁
理
士
、

い
わ
ゆ
る
職
業
代
理
人
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｔ
四
九
条
（
国
際
機
関
に
対
し
業
と
し
て
手

続
を
と
る
権
能
）
の
作
成
の
経
緯
、
ま
た
関
連
規
則
（
Ｐ
Ｃ
Ｔ
八
三
規
則
、
九
〇
規
則
）
の
規
定
等
か
ら
み
て
、
Ｐ
Ｃ
Ｔ
上
国
際
出
願
の
手
続
の

代
理
は
、
職
業
代
理
人
に
よ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
加
え
て
、
国
際
出
願
の
手
続
に
つ
い
て
は
次
の
よ

う
な
事
情
が
あ
る
こ
と
を
も
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
際
出
願
に
関
す
る
手
続
が
一
定
の
時
間
的
制
約
の
も
と
に
厳
格
な
方

式
に
基
づ
い
て
進
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
Ｐ
Ｃ
Ｔ
等
に
精
通
し
た
職
業
代
理
人
に
よ
ら
な
い
場
合
は
、
手
続
の
円
滑
な
遂
行
に

支
障
を
き
た
す
お
そ
れ
が
あ
り
、
そ
の
結
果
国
際
事
務
局
、
各
国
特
許
庁
に
対
し
迷
惑
を
お
よ
ぼ
す
場
合
も
生
じ
、
ひ
い
て
は
我
が
国
の
国

際
的
な
信
用
問
題
に
も
な
り
か
ね
な
い
た
め
、
手
続
を
円
滑
に
進
め
我
が
国
の
国
際
的
信
用
を
確
保
す
る
う
え
で
、
国
際
出
願
に
関
す
る
手

続
に
つ
い
て
は
、
職
業
代
理
人
に
限
定
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
判
断
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
項
は
本
人
が
手
続
を

す
る
こ
と
を
排
除
し
て
い
な
い
が
、
一
九
条
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
一
三
条
一
項
及
び
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
許
庁
長
官
は
本
人
が

手
続
す
る
に
適
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
職
業
代
理
人
に
よ
り
手
続
を
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
字
句
の
解
釈
〕

１

〈
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場
合
〉
Ｐ
Ｃ
Ｔ
規
則

の
25

⒜
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｔ
規
則
902

⒝
に
よ
り
み
な
さ
れ
た
共
通
の
代
表
者
は
、
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国
際
出
願
又
は
指
定
国
の
指
定
を
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
規
定
し
て
い
る
（
施
規
三
六
条
四
項
参
照
）。

２

〈
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
〉
Ｐ
Ｃ
Ｔ
規
則
902

⒝
は
、
国
際
出
願
を
す
る
資
格
を
有
す
る
出
願
人
の
う
ち
、
願

書
に
最
初
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
を
共
通
の
代
表
者
と
み
な
す
旨
規
定
す
る
（
施
規
七
一
条
参
照
）。

３

〈
三
項
の
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
場
合
〉
Ｐ
Ｃ
Ｔ
又
は
Ｐ
Ｃ
Ｔ
規
則
に
お
い
て
、
本
規
定
と
矛
盾
す
る
改
正
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
そ

れ
に
機
動
的
に
対
処
す
る
た
め
に
設
け
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
の
Ｐ
Ｃ
Ｔ
又
は
Ｐ
Ｃ
Ｔ
規
則
に
お
い
て
は
、
本
規
定
と
矛
盾
す
る
規
定
は

な
い
た
め
こ
の
政
令
は
定
め
て
い
な
い
。

（
手
続
の
補
完
等
の
特
例
）

第
一
七
条

出
願
人
が
第
四
条
第
二
項
〔
補
完
命
令
〕
の
規
定
に
よ
る
命
令
又
は
第
五
条
第
一
項
〔
図
面
に
関
す
る
通
知
〕
の
規
定
に
よ

る
通
知
を
受
け
る
前
に
、
そ
の
命
令
又
は
通
知
を
受
け
た
場
合
に
執
る
べ
き
手
続
を
執
つ
た
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場

合
を
除
き
、
当
該
手
続
は
、
そ
の
命
令
又
は
通
知
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
執
つ
た
手
続
と
み
な
す
。

（
改
正
、
平
一
一
法
律
一
六
〇
）

〔
趣

旨
〕

本
条
は
、
四
条
二
項
の
手
続
の
補
完
及
び
五
条
一
項
の
図
面
に
係
る
通
知
に
つ
い
て
の
特
例
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

国
際
出
願
が
四
条
一
項
又
は
五
条
一
項
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
特
許
庁
長
官
は
手
続
の
補
完
命
令
又
は
通
知
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
ら
の
命
令
又
は
通
知
を
受
け
る
前
に
、
出
願
人
が
手
続
の
補
完
を
し
た
と
き
又
は
図
面
を
提
出
し
た
と
き
に
お
い
て
も
、
経
済

産
業
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
命
令
又
は
通
知
に
よ
り
手
続
を
と
っ
た
と
き
と
同
様
の
効
果
が
生
ず
る
こ
と
を
定
め
た
の
が
本
条
で
あ

る
。
こ
の
趣
旨
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｔ
規
則
207

等
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
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〔
字
句
の
解
釈
〕

〈
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場
合
〉
Ｐ
Ｃ
Ｔ
規
則
207

に
基
づ
き
定
め
ら
れ
て
お
り
、
施
行
規
則
七
二
条
各
号
に
掲
げ
る
手
続
を
当
該
各
号
に

掲
げ
る
日
か
ら
二
月
を
経
過
し
た
後
に
と
っ
た
場
合
で
あ
る
（
施
規
七
二
条
参
照
）。

（
手
数
料
）

第
一
八
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
金
額
の
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

特
許
庁
が
国
際
調
査
を
す
る
国
際
出
願
を
す
る
者
（
改
正
、
昭
六
〇
法
律
四
一
）

二

特
許
庁
以
外
の
条
約
に
規
定
す
る
国
際
調
査
機
関
が
国
際
調
査
を
す
る
国
際
出
願
を
す
る
者
（
追
加
、
昭
六
〇
法
律
四
一
）

三

第
九
条
〔
文
献
の
写
し
の
請
求
〕（
第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
者
（
改
正
、
昭

六
〇
法
律
四
一
）

四

国
際
予
備
審
査
の
請
求
を
す
る
者
（
改
正
、
昭
六
〇
法
律
四
一
）

２

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
ほ
か
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
金
額
の
同
号
に
規
定
す
る
国
際
調
査
機
関
に
対
す
る
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
追
加
、
昭

六
〇
法
律
四
一
、
改
正
、
平
一
一
法
律
一
六
〇
）

３

第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
者
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
ほ
か
、
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
金
額
の
国
際
事
務
局
（
条
約
第
二
条

の
国
際
事
務
局
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）
に
対
す
る
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
改
正
、
昭
六
〇
法
律
四
一
、
平
一
一
法
律
一
六
〇
）

４

特
許
法
第
百
九
十
五
条
第
四
項
、
第
五
項
、
第
七
項
、
第
八
項
、
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
〔
手
数
料
の
過
誤
納
等
〕
の
規
定
は
、

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
及
び
第
八
条
第
四
項
又
は
第
十
二
条
第
三
項
〔
追
加
手
数
料
〕
の
規
定
に
よ
り
追
加
し
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て
納
付
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
手
数
料
に
準
用
す
る
。
（
改
正
、
昭
五
九
法
律
二
三
、
昭
五
九
法
律
二
四
、
昭
六
〇
法
律
四
一
、
平
一

〇
法
律
五
一
、
平
一
一
法
律
二
二
〇
、
平
一
五
法
律
四
七
）

〔
趣

旨
〕

本
条
は
、
国
際
出
願
を
す
る
者
等
が
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

一
項
は
、
国
際
出
願
を
す
る
者
等
が
受
理
官
庁
、
国
際
調
査
機
関
又
は
国
際
予
備
審
査
機
関
た
る
特
許
庁
に
対
し
、
特
許
庁
が
そ
れ
ら
の

任
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
手
数
料
と
し
て
納
付
す
べ
き
手
数
料
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
六
〇
年
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
特
許

庁
以
外
の
国
際
調
査
機
関
又
は
国
際
予
備
審
査
機
関
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
特
許
庁
）
が
、
特
許
庁
を
受
理
官
庁
と
す
る
国
際
出
願
に
つ
い
て
国
際
調

査
又
は
国
際
予
備
審
査
を
行
う
こ
と
を
可
能
と
し
た
こ
と
に
伴
い
、
特
許
庁
が
受
理
す
る
国
際
出
願
に
関
す
る
手
数
料
に
つ
い
て
、
国
際
調

査
（
又
は
国
際
予
備
審
査
）
を
特
許
庁
が
行
う
も
の
（
一
号
）
と
、
他
の
国
際
調
査
機
関
（
又
は
国
際
予
備
審
査
機
関
）
が
行
う
も
の
（
二
号
）
と

を
分
け
て
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

一
号
に
お
い
て
、
特
許
庁
に
よ
る
国
際
調
査
を
受
け
る
国
際
出
願
を
す
る
者
が
納
付
す
べ
き
手
数
料
は
送
付
手
数
料
（
Ｐ
Ｃ
Ｔ
一
四
規
則
）

及
び
調
査
手
数
料
（
Ｐ
Ｃ
Ｔ
一
六
規
則
）
で
あ
る
。
二
号
で
規
定
す
る
他
の
国
際
調
査
機
関
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
特
許
庁
）
が
国
際
調
査
を
す
る
国
際

出
願
を
す
る
者
が
特
許
庁
に
納
付
す
べ
き
手
数
料
は
、
送
付
手
数
料
の
み
で
あ
る
。
三
号
は
国
際
調
査
報
告
等
に
列
記
さ
れ
た
文
献
の
写
し

の
請
求
手
数
料
（
Ｐ
Ｃ
Ｔ
規
則
443

及
び
712

）
に
つ
い
て
規
定
し
、
四
号
は
国
際
予
備
審
査
手
数
料
（
Ｐ
Ｃ
Ｔ
五
八
規
則
）
に
つ
い
て
規
定
し
て
い

る
。な

お
、
特
許
法
等
に
お
い
て
は
、
手
数
料
の
上
限
が
法
律
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
国
際
出
願
法
で
は
、
「
実
費
を
勘
案
し
て
政
令

で
定
め
る
金
額
の
手
数
料
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
手
数
料
の
額
の
設
定
に
つ
い
て
最
近
の
立
法
例
の
多
く
が
政
令
に
委
任
し
て

い
る
こ
と
、
ま
た
、
国
際
出
願
等
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
国
が
加
盟
す
る
条
約
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
国
際
的
バ
ラ
ン
ス
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を
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
弾
力
的
に
改
定
を
行
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
等
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ

し
、
政
令
に
委
任
を
す
る
と
し
て
も
、
手
数
料
の
額
は
出
願
人
に
と
っ
て
重
要
な
要
素
で
あ
る
た
め
、
「
実
費
を
勘
案
し
て
」
と
法
律
に
明

定
す
る
こ
と
と
し
た
。

二
項
は
、
昭
和
六
〇
年
の
一
部
改
正
に
よ
り
新
設
さ
れ
た
規
定
で
、
特
許
庁
以
外
の
国
際
調
査
機
関
が
国
際
調
査
を
行
う
国
際
出
願
を
す

る
者
が
、
そ
の
国
際
調
査
機
関
に
対
し
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
調
査
手
数
料
（
Ｐ
Ｃ
Ｔ
一
六
規
則
）
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。

三
項
は
、
国
際
出
願
を
す
る
者
及
び
国
際
予
備
審
査
の
請
求
を
す
る
者
が
、
国
際
事
務
局
に
対
し
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料

に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
こ
の
手
数
料
は
、
国
際
出
願
手
数
料
（
国
際
出
願
の
場
合
）
及
び
取
扱
手
数
料
（
国
際
予
備
審
査
の
場
合
）
で
あ
り
、

金
額
、
支
払
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｔ
規
則
に
詳
細
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
経
済
産
業
省
令
に
委
任
し
て
い
る
。

四
項
は
、
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
及
び
追
加
し
て
納
付
す
べ
き
手
数
料
（
八
条
四
項
又
は
一
二
条
三
項
）
に
つ
い
て
は
、

特
一
九
五
条
四
項
、
五
項
、
七
項
、
八
項
、
一
一
項
及
び
一
二
項
の
規
定
（
手
数
料
を
納
付
す
べ
き
者
が
国
で
あ
る
場
合
の
特
例
、
特
許
印
紙
に
よ

る
納
付
及
び
過
誤
納
）
を
準
用
す
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
平
成
一
五
年
の
一
部
改
正
に
お
い
て
、
審
査
請
求
手
数
料
の
一
部
返
還
制
度
の
導
入
等
に
よ
り
特
許
法
一
九
五
条
六
項
、
九
項
、

一
〇
項
が
追
加
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
準
用
す
る
条
文
の
変
更
を
行
っ
た
。

〔
字
句
の
解
釈
〕

１

〈
政
令
で
定
め
る
金
額
〉
国
際
出
願
法
施
行
令
二
条
参
照
。

２

〈
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
〉〈
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
金
額
〉
特
許
庁
以
外
の
国
際
調
査
機
関
に
対
す
る
調

査
手
数
料
の
納
付
は
、
特
許
庁
長
官
が
告
示
す
る
口
座
に
振
り
込
む
こ
と
に
よ
り
行
い
、
そ
の
金
額
は
そ
の
国
際
調
査
機
関
の
外
国
通
貨

の
調
査
手
数
料
に
相
当
す
る
円
換
算
の
金
額
を
告
示
す
る
（
施
規
七
八
条
の
二
、
七
八
条
の
三
参
照
）。

３

〈
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
〉〈
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
金
額
〉
国
際
出
願
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
そ
の
額
、
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支
払
方
法
、
支
払
時
期
が
Ｐ
Ｃ
Ｔ
一
五
規
則
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
取
扱
手
数
料
に
つ
い
て
も
Ｐ
Ｃ
Ｔ
五
七
規
則
で
同
様
に
定
め

ら
れ
て
い
る
（
施
規
七
九
条
及
び
八
〇
条
参
照
）。

４

〈
調
査
手
数
料
の
部
分
払
戻
し
〉
Ｐ
Ｃ
Ｔ
規
則
163

及
び
同
規
則
411

は
、
国
際
出
願
が
先
の
国
際
出
願
又
は
特
許
出
願
若
し
く
は
実
用
新

案
登
録
出
願
に
基
づ
く
優
先
権
の
主
張
を
伴
う
場
合
に
お
い
て
、
先
の
国
際
出
願
又
は
特
許
出
願
若
し
く
は
実
用
新
案
登
録
出
願
に
つ
い

て
同
一
の
国
際
調
査
機
関
が
国
際
調
査
又
は
審
査
を
行
っ
て
お
り
、
当
該
先
の
国
際
調
査
又
は
審
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
後
の
国
際
調

査
報
告
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
調
査
手
数
料
を
払
い
戻
す
旨
規
定
し
て
お
り
、
我
が
国
で
も
施
行
規
則
五
〇
条
で
同
趣

旨
の
規
定
を
設
け
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
払
戻
し
は
過
誤
納
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
特
許
法
一
九
五
条
一
一
項
及
び
一
二
項
は
準
用
さ

れ
な
い
。

（
特
許
法
の
準
用
）

第
一
九
条

特
許
法
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
〔
成
年
被
後
見
人
、
被
保
佐
人
等
の
手
続
能
力
〕
ま
で
、
第
八
条
〔
在
外
者
の
特
許
管
理

人
〕、
第
十
一
条
〔
代
理
権
の
不
消
滅
〕、
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
四
項
〔
代
理
人
の
選
任
命
令
等
〕、
第
十
六
条
〔
手
続
を
す
る
能
力
が
な

い
場
合
の
追
認
〕、
第
二
十
条
〔
手
続
の
効
力
の
承
継
〕
並
び
に
第
二
十
一
条
〔
手
続
の
続
行
〕
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く

手
続
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
条
約
又
は
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
に
別
段
の
定

め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め
を
実
施
す
る
た
め
、
政
令
で
こ
れ
ら
の
規
定
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
改
正
、
平
八
法
律

六
八
）

２

特
許
法
第
四
十
七
条
第
二
項
〔
審
査
官
の
資
格
〕
の
規
定
は
国
際
調
査
及
び
国
際
予
備
審
査
に
準
用
す
る
。

３

特
許
法
第
百
九
十
五
条
の
三
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
準
用
す
る
。
（
本
項
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追
加
、
平
五
法
律
八
九
）

〔
趣

旨
〕

本
条
は
、
特
許
法
の
規
定
を
準
用
す
る
旨
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

一
項
は
、
特
許
法
七
条
一
項
か
ら
三
項
ま
で
（
未
成
年
者
、
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
の
手
続
を
す
る
能
力
）、
特
許
法
八
条
（
在
外
者
の
特

許
管
理
人
）、
特
許
法
一
一
条
（
代
理
権
の
不
消
滅
）、
特
許
法
一
三
条
一
項
及
び
四
項
（
代
理
人
に
よ
り
手
続
を
す
べ
き
こ
と
の
命
令
）、
特
許
法

一
六
条
（
手
続
を
す
る
能
力
が
な
い
場
合
の
追
認
）、
特
許
法
二
〇
条
（
手
続
の
効
力
の
承
継
）
並
び
に
特
許
法
二
一
条
（
手
続
の
続
行
）
の
規
定

は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
手
続
に
準
用
す
る
旨
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
国
際
出
願
等
に
関
す
る
特
許
庁
と

出
願
人
と
の
間
に
お
け
る
手
続
を
円
滑
か
つ
適
正
に
遂
行
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
の
趣
旨
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｔ
二
七
条
⑺
に
お
い
て
も

認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
後
段
は
、
将
来
、
Ｐ
Ｃ
Ｔ
又
は
Ｐ
Ｃ
Ｔ
規
則
の
改
正
に
よ
り
、
特
許
法
の
こ
れ
ら
の
規
定
に
合

致
し
な
い
規
定
が
Ｐ
Ｃ
Ｔ
又
は
Ｐ
Ｃ
Ｔ
規
則
に
お
い
て
設
け
ら
れ
る
可
能
性
も
な
し
と
し
な
い
た
め
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
Ｐ
Ｃ
Ｔ
又
は

Ｐ
Ｃ
Ｔ
規
則
の
改
正
に
応
じ
て
政
令
で
特
例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
平
成
八
年
の
一
部
改
正
に
お
い
て
は
、
特
許
法
八
条
三
項
の
規
定
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
該
当
箇
所
を
改
正
し
た
。

二
項
は
、
国
際
調
査
報
告
の
作
成
お
よ
び
国
際
予
備
審
査
報
告
の
作
成
は
、
前
述
（
八
条
お
よ
び
一
二
条
の
項
参
照
）
の
よ
う
に
特
許
法
上

の
出
願
審
査
に
お
け
る
先
行
技
術
の
調
査
に
類
似
す
る
た
め
、
特
許
法
四
七
条
二
項
（
審
査
官
の
資
格
）
を
準
用
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で

あ
る
。

三
項
は
、
平
成
五
年
に
制
定
さ
れ
た
行
政
手
続
法
の
適
用
除
外
を
定
め
た
特
許
法
一
九
五
条
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
旨
を
規
定
し
た
も

の
で
あ
る
。
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（
経
済
産
業
省
令
へ
の
委
任
）

第
二
〇
条

第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
際
出
願
、
国
際
調
査
及
び
国
際
予
備
審
査
に
関
し
条
約
及
び
規
則
を

実
施
す
る
た
め
必
要
な
事
項
の
細
目
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。
（
改
正
、
平
一
一
法
律
一
六
〇
）

〔
趣

旨
〕

本
条
は
、
経
済
産
業
省
令
へ
の
委
任
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
法
律
各
条
に
お
い
て
経
済
産
業
省
令
へ
そ
れ
ぞ
れ
委
任
し
た
事
項
の

ほ
か
、
Ｐ
Ｃ
Ｔ
及
び
Ｐ
Ｃ
Ｔ
規
則
を
実
施
す
る
た
め
、
必
要
な
事
項
の
細
目
を
包
括
的
に
経
済
産
業
省
令
に
委
任
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ

は
Ｐ
Ｃ
Ｔ
及
び
Ｐ
Ｃ
Ｔ
規
則
に
お
い
て
、
国
際
出
願
等
の
手
続
、
各
種
様
式
等
に
つ
い
て
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。

〔
参

考
〕

〈
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
〉
Ｐ
Ｃ
Ｔ
及
び
Ｐ
Ｃ
Ｔ
規
則
に
定
め
ら
れ
て
い
る
規
定
で
あ
っ
て
、
出
願
人
と
我
が
国
特
許
庁
と
の
間
に

お
い
て
行
わ
れ
る
手
続
は
、
国
際
出
願
法
施
行
規
則
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

⑴

総
則書

面
に
よ
る
手
続
等
、
用
語
等

記
載
し
て
は
な
ら
な
い
表
現
等

証
明
書
の
提
出

代
理
人
ま
た
は
代
表
者
の
選
任
等

氏
名
、
名
義
変
更
等
の
届
出
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フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
に
よ
る
書
類
の
提
出

特
許
庁
以
外
の
国
際
調
査
機
関
等
の
告
示

⑵

国
際
出
願

外
国
語
に
よ
る
国
際
出
願
の
言
語

発
明
の
単
一
性

願
書
、
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
等
の
記
載
事
項

願
書
、
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
等
の
様
式

国
際
出
願
番
号
の
通
知

国
際
出
願
日
の
通
知

手
続
補
完
書
の
様
式

国
際
出
願
と
し
て
取
り
扱
わ
な
い
旨
の
通
知

優
先
権
の
主
張
の
追
加

優
先
権
の
主
張
の
補
正
等

国
際
出
願
の
明
細
書
等
の
補
完

手
続
の
補
完
の
特
例

手
続
の
補
完
の
取
下
げ

手
続
の
補
正

意
見
書
の
提
出

手
続
補
正
書
の
様
式
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手
数
料
の
納
付
の
補
正

取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
旨
の
決
定
及
び
そ
の
通
知
等

国
際
出
願
等
の
取
下
げ

国
際
調
査
手
数
料
の
返
還

謄
本
、
証
明
書
の
請
求

フ
ァ
イ
ル
記
録
事
項
の
請
求

⑶

国
際
調
査

国
際
調
査
報
告
の
記
載
事
項

国
際
調
査
機
関
の
見
解
書
及
び
そ
の
記
載
事
項

国
際
調
査
を
要
し
な
い
国
際
出
願
の
内
容

追
加
手
数
料
異
議
の
申
立
て
及
び
そ
の
決
定
等

国
際
調
査
報
告
に
係
る
発
明
の
区
分
方
法

審
査
官
に
よ
る
要
約
書
の
作
成
等

審
査
官
に
よ
る
発
明
の
名
称
の
決
定
等

国
際
調
査
手
数
料
の
一
部
返
還

塩
基
配
列
又
は
ア
ミ
ノ
酸
配
列
を
含
む
特
許
出
願
等

⑷

国
際
予
備
審
査

国
際
予
備
審
査
の
請
求
が
で
き
な
い
場
合

国
際
予
備
審
査
の
請
求
期
限
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国
際
予
備
審
査
請
求
書
の
記
載
事
項

外
国
語
に
よ
る
国
際
予
備
審
査
の
請
求
の
言
語

国
際
予
備
審
査
請
求
書
の
様
式
等

国
際
予
備
審
査
の
開
始
の
請
求

国
際
予
備
審
査
請
求
書
の
受
領
の
年
月
日
等
の
通
知

手
数
料
の
納
付

国
際
予
備
審
査
の
請
求
に
伴
う
補
正
の
期
間

国
際
調
査
機
関
の
見
解
書
に
つ
い
て
の
答
弁

国
際
予
備
審
査
報
告
の
記
載
事
項

手
数
料
の
追
加
の
納
付

国
際
予
備
審
査
報
告
に
係
る
発
明
の
区
分
方
法

答
弁
書
を
提
出
す
る
機
会
の
付
与
の
事
由

国
際
予
備
審
査
請
求
書
の
不
備
の
事
由

補
正
書
が
添
付
さ
れ
て
い
な
い
と
き
の
補
正
書
の
提
出

国
際
予
備
審
査
の
開
始
の
申
出

⑸

雑
則特

許
庁
長
官
に
よ
る
代
表
者
の
指
定

出
願
人
の
署
名
が
な
い
場
合
の
書
面
の
提
出

手
続
の
補
完
等
の
特
例
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
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発
明
の
数
の
算
定
の
方
法

郵
便
物
の
遅
延
、
亡
失

郵
便
業
務
等
の
中
断

明
ら
か
な
誤
り
の
訂
正

特
許
庁
以
外
の
国
際
調
査
機
関
に
対
す
る
手
数
料
の
納
付
方
法
、
金
額
、
手
数
料
の
返
還

国
際
事
務
局
に
対
す
る
手
数
料
の
納
付
方
法
、
金
額
、
手
数
料
の
返
還

謄
本
、
証
明
書
の
請
求
等
に
係
る
手
数
料
等
の
金
額

（
条
約
に
基
づ
く
機
関
と
し
て
の
事
務
）

第
二
一
条

こ
の
法
律
の
規
定
は
、
工
業
所
有
権
に
関
す
る
国
際
協
力
の
見
地
か
ら
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
条
約
若
し
く
は
規

則
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
締
結
さ
れ
た
取
決
め
に
従
つ
て
、
特
許
庁
が
こ
の
法
律
及
び
特
許
法
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
い

て
行
う
べ
き
事
務
の
円
滑
な
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
以
外
の
者
に
関
し
条

約
に
規
定
す
る
受
理
官
庁
、
国
際
調
査
機
関
又
は
国
際
予
備
審
査
機
関
と
し
て
の
事
務
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

〔
趣

旨
〕

本
条
は
、
特
許
庁
が
日
本
国
民
等
以
外
の
者
に
つ
い
て
Ｐ
Ｃ
Ｔ
に
よ
る
受
理
官
庁
、
国
際
調
査
機
関
又
は
国
際
予
備
審
査
機
関
と
し
て
の

事
務
行
う
こ
と
が
で
き
る
旨
を
確
認
的
に
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

Ｐ
Ｃ
Ｔ
に
お
い
て
は
、
特
許
庁
が
日
本
と
他
の
締
約
国
と
の
間
の
合
意
に
基
づ
き
、
そ
の
締
約
国
の
国
民
ま
た
は
居
住
者
の
た
め
の
受
理

官
庁
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
（
Ｐ
Ｃ
Ｔ
規
則
191

⒝
）、
総
会
で
Ｐ
Ｃ
Ｔ
に
よ
る
国
際
出
願
を
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
非
締
約
国
の
国
民
ま
た
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は
居
住
者
の
た
め
に
受
理
官
庁
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
（
Ｐ
Ｃ
Ｔ
規
則
191

⒞
）、
国
際
事
務
局
と
の
取
決
め
に
お
い
て
定
め
る
管
轄
地
域
内
の

受
理
官
庁
に
受
理
さ
れ
た
国
際
出
願
に
つ
き
、
国
際
調
査
機
関
、
国
際
予
備
審
査
機
関
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
（
Ｐ
Ｃ
Ｔ
一
六
条
⑵
、
⑶
⒝
、

三
二
条
⑵
等
）
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
我
が
国
と
し
て
は
、
我
が
国
が
世
界
有
数
の
特
許
大
国
で
あ
る
こ
と
、
ア
ジ
ア

の
中
で
中
心
的
存
在
で
あ
る
こ
と
、
開
発
途
上
国
の
た
め
の
受
理
官
庁
、
国
際
調
査
機
関
、
国
際
予
備
審
査
機
関
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
は

開
発
途
上
国
へ
の
協
力
と
し
て
有
意
義
で
あ
る
こ
と
等
の
理
由
か
ら
、
特
許
庁
が
開
発
途
上
国
の
国
民
等
の
受
理
官
庁
、
国
際
調
査
機
関
、

国
際
予
備
審
査
機
関
と
し
て
行
動
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
趣
旨
を
確
認
的
に
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
特
許
庁
が
開
発
途
上
国
の
受
理
官
庁
等
と
し
て
の
事
務
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
国
内
出
願
の
円
滑
な
処
理
に
支
障
が
生

じ
る
こ
と
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｔ
に
加
盟
す
る
意
義
を
失
わ
せ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
の
で
、
そ
れ
ら
の
事
務
は
国
内
出
願
の
事
務
の
円
滑
な
遂

行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
行
う
こ
と
を
明
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
昭
和
五
九
年
八
月
に
大
韓
民
国
の
Ｐ
Ｃ
Ｔ
へ
の
加
入
が
発
効
し
た
こ
と
に
伴
い
、
翌
九
月
か
ら
大
韓
民
国
の
出
願
人
が
国
際
調
査

機
関
と
し
て
日
本
国
特
許
庁
を
選
択
し
て
国
際
出
願
し
た
場
合
、
ま
た
、
平
成
一
三
年
八
月
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
Ｐ
Ｃ
Ｔ
へ
の
加
入
が
発
効
し

た
こ
と
に
伴
い
、
翌
年
一
月
か
ら
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
出
願
人
が
国
際
調
査
機
関
と
し
て
日
本
国
特
許
庁
を
選
択
し
て
国
際
出
願
し
た
場
合
に

は
、
日
本
国
特
許
庁
が
そ
れ
ら
の
国
際
出
願
に
つ
い
て
国
際
調
査
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。


